
50万円でインドネシアに会社を作る
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自己紹介
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1975/4～1981/6 ヤマハ㈱入社 インドネシア工場立上支援部門

1981/6～1987/3 インドネシア工場生産課長 電子鍵盤楽器の組立生産

1987/3～1995/7 インドネシア工場長 電子楽器、ピアノ、ギターの輸出拠点化

1995/8～2005/3 帰国、インドネシアを普及品の生産拠点化するプロジェクト

2005/3～現在 ヤマハ退職、インドネシア進出サポートコンサルタントとして独立

インドネシア語翻訳・通訳

ジェトロ専門家（2013年～2021年）

OBACアドバイザー

AOTSインドネシア経営者研修コース講師

一般社団法人日本インドネシアビジネス協会理事

これまでの支援企業数は約100社

コロナ以前は毎月インドネシアに出張

インドネシアとの
関わりも46年に
なりました。

現在はインドネシアからのニュー
スや政府発表を毎日インドネシア

語でチェックしています。



セミナー要旨
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• インドネシア政府は外国資本を導入し易くするために、OSSシステムの
導入や雇用創出法の制定を進めて来ました。

• しかしながら、外国投資企業に対する規制である最低投資額100億ル
ピア（約1億円）の壁は据え置かれたままです。

• インドネシアでの事業展開を試してみたい日本の零細企業や個人事
業主にとってこれはとても高くて越え難い障壁となっています。

• しかし諦めることはありません。

• このセミナーでは、リスクは少し高くなりますが、 50万円で合法的にイ
ンドネシアに会社を作る方法を紹介します。
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1. 外国資本に対する規制1/2
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条件 分野

外国資本
最大49％

旅客用定期および不
定期国内海上輸送

観光用国内海上輸送
旅客用先駆的国内海
上輸送

貨物用定期および不
定期国内海上輸送

特別貨物用国内海上
輸送

貨物用先駆的国内海
上輸送

国民海運海上輸送
貨物用定期および不
定期国外海上輸送

特別貨物用国外海上
輸送

州間一般横断輸送 州間先駆的横断輸送
県／市間一般横断輸
送

県／市間先駆的横断
輸送

県／市内一般横断輸
送

旅客用固定管理路線
湖川輸送

旅客用不定不管理路
線湖川輸送

観光用不定不管理路
線湖川輸送

一般貨物ならびに動物
用不定不管理路線湖
川輸送

特別貨物用湖川輸送 危険物用湖川輸送

 2020年11月発効の雇用創出法案により、以下の分野以外においては外
国資本に対する参入規制や出資比率規制は撤廃された。

 但し、最低投資額（授権資本）100億ルピアは据え置かれた。
 また、会社登記には授権資本の1/4を払い込む必要がある。



1. 外国資本に対する規制2/2
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条件 分野

国内資本100％

人体用伝統薬品
製造業

木材を原料とする
建材製造業

既に地理学の表
示を獲得している
コーヒー製造業

ルンダン製造業

造船業
家具ではない木製
の彫刻細工工芸
品製造業

伝統化粧品製造
業

人体用伝統薬品
材料製造業

バティック製造業
クルプック、クリ
ピック、ペエック、
およびその種類

設立時国内資本100％、そ

の後の増資または事業拡張
で株式市場を通じて外国資
本最大49％

新聞、雑誌、およ
び広報の発行

設立時国内資本100％、そ

の後の増資または事業拡張
で外国資本最大20％

民間放送局(LPS) 契約放送局(LPB) ラジオ共同体放送
局

テレビ共同体放送
局

外国資本最大49％で国内資

本所有者は単体で外国資本
総額を上回ること

定期便商業航空
輸送

国内不定期便商
業航空輸送

航空輸送活動



2. 内国資本に対する規制
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1. 内国資本100%の会社は外国資本会社と同様に、インドネシア会社法に従う。

2. 会社定款に記載される投資分野に制限は無い。

3. 発起人はインドネシア国籍の二人以上の法人あるいは個人。

4. 最低授権資本金額はRp.50,000,000（約50万円）。

5. コミサリスおよび取締役はそれぞれ一名以上。

6. 外国人も指名可能であるが、業務上の都合で取締役は最低一名インドネシア人。

7. 外国人労働者を雇用する場合は銀行口座にRp.500,000,000以上の残高が必要。



3. 内国資本会社の設立
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詳しくは【OSSシステムでの会社設立・投資認可手続き詳細】セミナースライド参照

法人設立
OSS経由
投資認可

商業活動

事務所等手配

人材採用・教育

輸入ライセンス
その他認可

事業許可

投資認可を受ける
ために先に法人設

立が必要

NIB発行

OSSシステム発行の

投資認可で商業活動
が開始可能



4. 名目会社発起人

9

実質出資者 名目発起人-1 名目発起人-2

夫婦・家族
以外の関係

出資比率は
自由

進出する業界で事業を展
開しているか、人脈を持っ
ていることが望ましい

直接・間接の人脈を通じて
信頼出来る人物を探す

事業協力の覚書(MOU)を交わす

ローン契約を交わして
資本金を送金する

会社を設立する



5. リスク対策
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完璧ではないが契約書を文書で作成し相互に誤解を生じないようにしておく

事業展開協力合意書(MOU) 見本

合意当事者の概要と合意目的

第1条 会社設立
名称、資本金、コミサリス、取締役

第2条 事業内容

第3条 営業活動
営業分野での双方の役割分担

第4条 経営管理
経営管理分野での双方の役割分担

第5条 損益処理
利益分配あるいは損失負担方法

第6条 合意期間と署名

ローン契約書 見本

契約当事者の概要と目的

第1条 元本金額

第2条 使用目的

第3条 利息

第4条 返済方法

第5条 相続人

第6条 元本の授受

第7条 追加・変更の手続き

第8条 係争処理

署名



最新のインドネシア情報はこちらから
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インドネシア進出手順要点解説 http://www.hmkt.jp/
 インドネシア進出準備から撤退までの要点を簡潔にまとめたサイト

インドネシア最新情報ブログ http://blog.livedoor.jp/kojindonesia/
 あらゆる分野での情報を毎日、どんなメディアよりも早く紹介

インドネシアビジネスセミナー https://abji.hamazo.tv/c724863.html
 四半期毎に開催される一般社団法人日本インドネシアビジネス協会の会員セミナー
 非会員でもオンライン参加が可能

教えて、小野先生 https://abji.hamazo.tv/e9372595.html
 毎月第三水曜日17:00-18:00に開催されるインドネシアについての会員限定オンライン勉強会
 入会金は1,000円/月

インドネシア進出ハンドブック
 あらゆる進出形態での事業開始から撤退までのステップを詳細スケジュールと資料で解説
 45年間のインドネシア事業で得た全ての知見を掲載
 資料一式をhttp://www.hmkt.jp/handbookset.zipからダウンロード可

http://www.hmkt.jp/
http://blog.livedoor.jp/kojindonesia/
https://abji.hamazo.tv/c724863.html
https://abji.hamazo.tv/e9372595.html
http://www.hmkt.jp/handbookset.zip
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ご清聴ありがとうございました
ここからは質疑応答です


	50万円でインドネシアに会社を作る
	自己紹介
	セミナー要旨
	目次
	外国資本に対する規制1/2
	外国資本に対する規制2/2
	内国資本に対する規制
	内国資本会社の設立
	名目会社発起人
	リスク対策
	最新のインドネシア情報はこちらから
	スライド番号 12

